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  地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき実施した、水道部（経営企画課、上

水道課、下水道課）に係る定期監査の結果を同条第９項の規定により、別紙のとお

り公表する。 
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水道部（経営企画課、上水道課、下水道課）に係る定期監査結果報告 

 

１ 監査の実施日 

平成３０年６月２７日（水） 

 

２ 監査の対象 

  水道部（経営企画課、上水道課、下水道課）に係る財務事務の執行状況及び経営

事業の管理状況 

 

３ 監査の方法 

  監査は、あらかじめ提出を求めた調書及び関係諸帳簿等を照合し、必要に応じ関

係職員の説明を聴取して、財務に関する事務及び事業の管理並びに事務の執行が適

正に行われているか否かについて確認を行った。 

 

４ 監査の結果 

 水道事業会計及び下水道事業特別会計等それぞれの財務事務の執行及び経営事

業の管理については、おおむね適正に行われていると認められたが、次の事項につ

いては、引続き必要な措置を講じられたい。 

（１）水道事業について 

平成２９年度の水道事業の経営状況は、当期損益は前年度より 2.52％減少した

104,724,886円の純利益を計上しており、引き続き黒字決算となっている。 

しかしながら、給水収益の減少により、今後、より厳しい経営が続くものと思

われるため、現在策定している「敦賀市新水道ビジョン」を基に、さらに適切な

執行及び健全経営に努めていただきたい。 

（２）下水道事業について 

平成３０年度より公営企業会計に移行する下水道事業については、一般会計か

らの基準外繰入金に依存することなく、汚水処理費を使用料収入により可能な限

り回収できるよう安定した経営基盤を築いていただきたい。 

（３）未収金の削減について 

上下水道使用料及び下水道受益者負担金・分担金については、負担の公平性の

見地からも納付の意識高揚に努め適正な負担を図り、滞納を発生させない徴収体



制の強化や工夫を図り、未収金の削減に引き続き努力されたい。特に、平成３０

年度から行う上下水道事業の包括的な窓口業務委託により、なお一層の収納対策

の充実を図っていただきたい。 

 


